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「
カ
ル
テ
が
身
を
守
る
証
拠

書
類
に
な
る
」
と
語
る
平
尾

清
司
氏
＝
９
月
19
日
、
Ｍ
＆

Ｄ
ホ
ー
ル

厳
し
さ
を
増
す
個
別
指
導
に
対
応
す
る
た
め
に

結
成
し
た
帯
同
弁
護
士
団
＝
３
日
、
大
阪
市
内

　

ア
メ
リ
カ
へ

の
メ
キ
シ
コ
か

ら
の
不
法
移
民

は
、
シ
リ
ア
か

ら
Ｅ
Ｕ
へ
の
場
合
と
事
情
が

違
う
。
米
大
統
領
候
補
で
メ

キ
シ
コ
か
ら
の
移
民
を
徹
底

取
り
締
ま
る
と
喚
い
て
い
る

の
が
い
る
が
、
た
ぶ
ん
大
統

領
に
は
な
る
ま
い
。

　

メ
キ
シ
コ
人
が
ま
ず
目
指

す
長
い
国
境
線
で
接
す
る
ア

メ
リ
カ
西
南
部
は
、
か
つ
て

は
メ
キ
シ
コ
領
だ
っ
た
土
地

で
、
戦
争
や
政
変
を
経
つ
つ

民
族
移
動
の
歴
史
も
長
い
。

　

す
で
に
、
日
本
に
次
い
で

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
も
成
功
さ
せ

て
国
際
社
会
へ
の
仲
間
入
り

も
果
た
し
た
国
で
あ
る
。
イ

ス
パ
ニ
ッ
ク
系
の
ア
メ
リ
カ

市
民
と
し
て
活
躍
し
て
い
る

同
胞
も
白
人
に
次
い
で
多

く
、
国
連
難
民
高
等
弁
務
官

事
務
所
が
規
定
し
て
い
る
政

治
的
信
条
や
宗
教
に
よ
り
差

別
迫
害
さ
れ
て
い
る
と
い
う

難
民
の
条
件
に
も
当
た
ら
な

い
。
多
少
の
違
和
感
も
長
い

歴
史
に
揉
ま
れ
て
、
多
様
な

多
民
族
国
家
の
中
の
重
要
な

一
員
と
し
て
の
フ
レ
ッ
シ
ュ

な
活
力
も
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　

ド
イ
ツ
も
ト
ル
コ
か
ら
の

移
民
問
題
は
克
服
し
た
。
民

族
主
義
は
過
去
の
遺
物
で
人

類
の
未
来
に
は
民
族
共
生
し

か
道
は
な
い
。

今日の数字

32億円
　「大阪都構想」の住民投票に
かかった経費。大阪府と大阪市
の合計。住民の判断に背を向け
ればさらなる出費に。

５月の住民
投票をめぐ
る新聞報道

専門家がおこたえします

室相 談各 種

税務相談税務相談
【日時】11月18日（水）午後２時～５時
【担当】西村博史 税理士

相談料は無料、会場は保険医会館１Ｆです｡

雇用相談雇用相談
【日時】11月19日（木）午後２時～４時
【担当】桂好志郎 社労士

法律相談法律相談
【日時】11月２日（月）午後２時～４時
【担当】西晃 弁護士

　

「
議
題
を
プ
レ
ゼ
ン
さ
れ

た
ら
損
だ
」
―
―
。
９
月
28

日
に
開
か
れ
た
「
大
阪
戦
略

調
整
会
議
」（
大
阪
会
議
）

の
第
３
回
会
合
後
、
記
者
の

取
材
に
応
じ
た
橋
下
大
阪
市

長
は
語
気
を
強
め
た
。

　

住
民
投
票
で
の
「
都
」
構

想
否
決
を
受
け
て
６
月
に
設

置
し
た
同
会
議
は
、
府
・
大

阪
市
・
堺
市
の
首
長
と
議
員

計
30
人
で
広
域
課
題
を
議
論

す
る
場
に
な
る
は
ず
だ
っ

た
。
し
か
し
、
維
新
は
会
長

ポ
ス
ト
を
握
る
と
態
度
を
一

　

大
阪
府
知
事
・
大
阪
市
長
の
ダ
ブ
ル
選
挙
（
11
月
22
日

投
開
票
）
ま
で
１
カ
月
を
切
っ
た
。
橋
下
・
維
新
の
会
は

住
民
投
票
の
審
判
に
背
を
向
け
、「
大
阪
都
」
構
想
を
再

び
持
ち
出
し
て
い
る
。
混
乱
を
極
め
る
大
阪
府
政
・
大
阪

市
政
を
見
つ
め
直
し
、
選
挙
の
争
点
を
考
え
る
。

変
。
議
題
さ
え
も
決
め
さ
せ

な
い
強
硬
姿
勢
に
転
じ
た
。

背
景
に
は
、
大
阪
会
議
の
頓

挫
を
印
象
付
け
れ
ば
ダ
ブ
ル

選
挙
を
優
位
に
進
め
ら
れ

る
、
と
の
思
惑
が
あ
っ
た
。

　

橋
下
市
長
の
〝
損
得
勘

定
〞
で
置
き
去
り
に
さ
れ
た

の
は
、
住
民
投
票
で
示
し
た

民
意
だ
。「
大
阪
市
の
廃
止
で

は
な
く
、
暮
ら
し
や
経
済
を

立
て
直
す
た
め
の
改
革
を
」

と
の
府
民
の
願
い
を
顧
み
る

こ
と
な
く
、
大
阪
会
議
で
は

７
月
の
初
会
合
か
ら
運
営
方

法
を
巡
っ
て
紛
糾
し
た
。

　

そ
れ
で
も
、
第
３
回
会
合

に
先
立
つ
９
月
24
日
の
準
備

会
合
で
は
、
議
題
の
選
定
に

つ
い
て
橋
下
市
長
が
提
案
し

た
「
全
会
一
致
」
を
原
則
と

す
る
こ
と
を
他
会
派
が
受
け

入
れ
て
合
意
。
会
議
は
前
に

進
み
出
し
た
か
に
見
え
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
の
会
合

で
維
新
は
突
如
、
事
実
上
の

「
会
長
一
任
」
の
権
限
を
主

張
し
、
会
議
は
決
裂
。
議
題

の
中
身
に
踏
み
込
む
こ
と
な

く
休
会
と
な
っ
た
。

　

橋
下
市
長
は
会
議
後
、
記

者
会
見
で
「
も
の
が
決
ま
ら

な
い
大
阪
ポ
ン
コ
ツ
会
議
の

　

保
険
医
へ
の
個
別
指
導
が

年
々
厳
し
さ
を
増
す
な
か
、

指
導
に
お
け
る
会
員
か
ら
の

弁
護
士
帯
同
の
要
望
に
対
応

す
る
た
め
、
協
会
は
３
日
、

大
阪
府
保
険
医
協
会
（
医
科

協
会
）
と
共
同
で
個
別
指
導

帯
同
弁
護
士
団
を
結
成
し

た
。
大
阪
市
内
で
開
い
た
結

成
式
に
弁
護
士
、
両
協
会
役

員
・
事
務
局
員
が
出
席
し
、

承
認
し
た
。

上
と
適
正
化
』
を
個
別
指
導

の
名
目
に
し
て
い
る
が
、
萎

縮
診
療
で
医
療
費
を
減
ら
す

意
図
が
あ
る
」
と
強
調
し

た
。

　

西
弁
護
士
団
長
は
、「
年

々
指
導
が
増
え
、
監
査
に
移

行
す
る
事
例
や
中
断
を
繰
り

返
す
事
例
が
増
え
て
き
た
と

実
感
し
て
い
る
。
弁
護
士
団

と
し
て
力
を
合
わ
せ
て
対
応

し
て
い
き
た
い
。
そ
れ
ぞ
れ

の
弁
護
士
は
経
験
の
違
い
こ

そ
あ
る
が
、
優
秀
で
熱
意
が

あ
り
保
険
医
の
期
待
に
応
え

ら
れ
る
」
と
決
意
を
語
っ

た
。

　

弁
護
士
団
に
は
西
晃
・
遠

地
靖
志
・
楠
木
晋
一
・
宮
本

亜
紀
・
奥
井
久
美
子
各
弁
護

士
が
参
加
す
る
。

　

両
協
会
は
５
月
に
帯
同
弁

護
士
団
の
準
備
会
を
設
置

し
、
結
成
に
向
け
た
検
討
を

重
ね
て
い
た
。

　

結
成
に
あ
た
っ
て
の
申
し

合
わ
せ
で
は
、
弁
護
士
団
と

し
て
①
個
別
指
導
お
よ
び
監

査
の
帯
同
②
指
導
・
監
査
に

か
か
る
法
的
問
題
点
を
研
究

―
―
を
目
的
に
活
動
す
る
こ

と
を
確
認
。
両
協
会
の
顧
問

弁
護
士
・
西
晃
氏
が
団
長
を

務
め
、
弁
護
士
５
人
が
そ
れ

ぞ
れ
帯
同
に
あ
た
る
。
帯
同

費
用
は
５
万
円
（
税
別
）

で
、
事
前
に
打
ち
合
わ
せ
し

た
上
で
指
導
に
臨
む
。

　

挨
拶
し
た
中
野
明
弘
医
科

協
会
副
理
事
長
は
「
不
正
請

求
の
擁
護
で
は
な
く
、
医
師

・
歯
科
医
師
の
人
権
を
守
る

弁
護
士
団
を
つ
く
り
た
い
と

い
う
思
い
で
こ
の
日
を
準
備

し
て
き
た
」
と
述
べ
、
結
成

の
意
義
を
語

っ
た
。
吉
田

裕
志
歯
科
協

会
副
理
事
長

は
「
大
阪
に

お
け
る
個
別

指
導
の
概

要
」
と
題
し

て
講
演
。
元

従
業
員
や
患

者
か
ら
の
通

報
が
増
加
し

て
い
る
こ
と

を
指
摘
し
た

上
で
、「
国

は
『
保
険
診

療
の
質
的
向

実
態
だ
」
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ

ア
に
ア
ピ
ー
ル
し
た
。
無
理

難
題
を
押
し
付
け
、
大
阪
会

議
を
「
都
」
構
想
の
宣
伝
の

場
に
私
物
化
す
る
姿
が
浮
き

彫
り
に
な
っ
た
。

　

橋
下
市
長
の
就
任
以
来
、

大
阪
府
・
市
で
は
「
大
阪

都
」
構
想
に
莫
大
な
税
金
と

労
力
を
費
や
し
た
。
住
民
投

票
結
果
は
法
的
拘
束
力
を
持

ち
、「
都
」
構
想
を
再
提
案

す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

住
民
の
判
断
を
尊
重
し
、
府

民
生
活
の
改
善
へ
政
治
の
中

身
の
改
革
に
真
摯
に
取
り
組

む
首
長
が
今
こ
そ
求
め
ら
れ

て
い
る
。

　

カ
ル
テ
こ
そ
自
身
を
守
る

も
の
―
―
。
組
織
部
は
「
新

規
開
業
医
講
習
会
〜
新
規
個

別
指
導
編
」
を
９
月
19
日
に

Ｍ
＆
Ｄ
ホ
ー
ル
で
開
き
37
人

が
参
加
し
た
。
講
師
は
平
尾

清
司
氏
（
社
保
研
究
部
講
師

団
）。

　

医
院
の
移
転
で
も
新
規
個

別
指
導
の
対
象
に
な
っ
て
い

る
、
カ
ル
テ
記
載
不
備
が
多

い
場
合
に
は
新
規
で
も
「
再

指
導
」
に
な
る
ケ
ー
ス
が
相

次
い
で
い
る
―
―
な
ど
の
現

状
が
報
告
さ
れ
た
。

　

指
導
時
の
指
摘
項
目
と
し

て
、
▽
歯
科
技
工
指
示
書
や

歯
科
衛
生
士
業
務
記
録
の
記

載
不
備
が
多
い
こ
と
▽
パ
ノ

ラ
マ
撮
影
を
し
た
が
所
見
の

記
載
が
な
い
こ
と
▽
算
定
で

き
な
い
が
診
療
の
手
順
と
し

て
当
然
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
診
療
行
為
の
未
記

載
が
多
い
こ
と
―
―
な
ど
を

解
説
。「
カ
ル
テ
は
医
療
事

故
の
際
に
は
自
身
を
守
る
証

拠
書
類
に
も
な
る
。
始
め
の

う
ち
か
ら
し
っ
か
り
書
く
癖

を
つ
け
て
ほ
し
い
」
と
呼
び

か
け
た
。

　

新
規
個
別
指
導
は
事
前
に

カ
ル
テ
整
理
な
ど
を
準
備
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら

「
通
知
が
届
い
た
ら
す
ぐ
に

協
会
に
連
絡
し
て
ほ
し
い
」

と
訴
え
て
締
め
た
。

維
新
の〝
損
得
勘
定
〞で
民
意
置
き
去
り

カルテ不備で「再指導」も
新規開業医講習会で警鐘

組織部

個
別
指
導

帯同弁護士団を結成
歯科・医科協会　保険医の人権守る

帯同弁護士団の申し合わせ
（抜粋）

・ 概ね一週間～４日前に、弁護士・会員・
担当事務局が集まり、打ち合わせをし、
委任状などを整える

・ 個別指導当日は、終了事後に弁護士・会
員・担当事務局とで指導内容の総評をす
る

・ 上記の一連の関与を基本費用５万円（消
費税別）とする。なお、生活保護個別指
導の際の費用もこれに準ずる

・ 上記以外に別途発生する意見書や照会文
の作成などの費用は、会員と弁護士間で
協議する

Ｗ
大
阪
市
長

大
阪
府
知
事選挙

無
理
難
題
で
大
阪
会
議
決
裂

無
理
難
題
で
大
阪
会
議
決
裂


